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●産業廃棄物処理業者賠償責任保険のご案内

産業廃棄物処理業者賠償責任保険について
「産業廃棄物処理業者賠償責任保険」は、契約者を公益社団法人全国産業資源循環連合会とした、賠償責任保険（賠償
責任保険普通保険約款に賠償責任保険追加条項、施設所有管理者特約条項、生産物特約条項等各種特約等をセットした
ものです。）のペットネームです。
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1． 本保険は全国産業資源循環連合会を契約者、会員の皆さまを加入者とした損保ジャパンの賠償責任保険（公

益社団法人全国産業資源循環連合会追加条項セット）の団体契約です。

２． 保険料は全額損金処理できます。（注1）

３． 事故が起きたときの損害賠償金はもちろん訴訟費用、弁護士報酬なども補償されます。

４． 使用中の処理施設だけでなく、覆土し、閉鎖した最終処分場についても埋立処分終了届出後５年以内の施設は

この制度の対象にすることができます。

（ただし、管理型施設については施設閉鎖後も水処理装置を運転していることが条件です。）

５． 産業廃棄物処理業者賠償責任保険加入依頼書（以下、「加入依頼書」といいます。）記載の処理施設内での産業

廃棄物収容作業中の事故ならびに加入依頼書記載の移動式処理施設による産業廃棄物収容作業中の事故も

補償されます。

６． 回収業務（注2）を補償の対象に含めるオプション（請負業者特約条項）もご用意しております。補償をご希望の方

は加入依頼書にご記載をいただき、回収業務に使用する車の情報をご申告ください。

(注1)今後法改正により変更となる場合があります。実際の税務処理については税理士にご相談ください。
(注2)回収業務とは、産業廃棄物の収集および運搬業務をいいます。

本保険の特色
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こんな時にお役に立ちます

中間処理施設・最終処分場保有企業の皆さま

収集・運搬業のみ行われている企業の皆さま

収集・運搬業も行っている場合

【基本契約】
本制度の基本契約は、損保ジャパンの賠償責任保
険普通保険約款に、施設所有管理者、生産物の各特
約および公益社団法人全国産業資源循環連合会追
加条項等をセットしたものです。

■産業廃棄物処理施設での業務に起因して他人に
ケガをさせたり、他人のものを壊したため、法律
上の賠償責任を負担した場合に、保険金をお支
払いします。

■施設内で、構内専用作業車にて作業を行っていた
際に、他人にケガをさせたり、他人のものを壊し
たため、法律上の賠償責任を負担した場合に、保
険金をお支払いします。

【基本契約】
本制度の基本契約は、損保ジャパンの賠償責任保険
普通保険約款に、施設所有管理者、生産物、請負業
者の各特約および公益社団法人全国産業資源循環
連合会追加条項等をセットしたものです。

■産業廃棄物回収・運搬業務に起因して他人にケガ
をさせたり、他人のものを壊したため、法律上の
賠償責任を負担した場合に、保険金をお支払いし
ます。

※自動車の使用・所有・運行に起因する賠償責任
については、自賠責保険や自動車保険を優先して
お支払いします。

【収集・運搬オプション】
■オプションにて、請負業者特約にご加入いただき、収集・
運搬業務に起因して他人にケガをさせたり、他人のもの
を壊したため、法律上の賠償責任を負担した場合に、保
険金をお支払いします。

処理施設のえん堤が不備であったため
に倒壊し、隣接する他人の家に被害を
与えた。

重機で作業中に誤って業者さんのト
ラックにぶつけてしまった。

廃棄物回収中に通行人に衝突し、ケガを負わせてしまった。

廃棄物回収中に通行人に衝突し、
ケガを負わせてしまった。

廃棄物を回収し、処理施設に積み込ん
だが、積み込みに不備があったため、廃
棄物が落下、処理施設の従業員にケガ
を負わせてしまった。

事故例

事故例

事故例

合

ガ
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●産業廃棄物処理業者賠償責任保険のご案内

公益社団法人全国産業資源循環連合会傘下の産業廃棄物処理業者とします。（その業者の役員や従業員も被保険者（保険の補償を
受けられる方）※となります。）

連合会傘下の産業廃棄物処理業者とは、連合会の正会員である各地方団体の会員、もしくは連合会の賛助会員をいいます。

産業廃棄物処理業者…「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下｢廃棄物処理法｣といいます。）第１４条または第１４条の４に基づ
いて都道府県知事または政令市長の許可を受けた処理業者であって最終処分場または中間処理施設を有する業者をいいます。
※被保険者（保険の補償を受けられる方）は次の①および②に掲げる者とします。
①記名被保険者
②記名被保険者の使用人など＊。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。
＊記名被保険者の使用人などとは、次のアからウまでに掲げる者をいいます。
ア. 記名被保険者の役員および使用人
イ. 記名被保険者の下請負人
ウ. 記名被保険者の下請負人の役員および使用人

記名被保険者が所有・使用もしくは管理する最終処分場、中間処理施設＊１（収集・運搬業者・移動式を含みます。）が対象となります。
また、施設外での回収業務については、回収にご使用になられているお車の登録番号等をご申告いただき、お申込になられた加入
者のみ対象となります。収集・運搬のみ行われている業者についても対象となります。
ただし、閉鎖＊２された最終処分場については、保険加入時に、埋立処分終了届出後５年以内であるものにかぎります。

＊1 処理の後、埋立処分されるか再生利用されるかを問わず、廃棄物の減量、中和などの中間処理を行う施設をいいます。

＊2 廃棄物処理法関係法令に定める基準に適合する閉鎖を行い、埋立処分が終了したことを都道府県知事に届け出た時をいいます。

被保険者が、加入依頼書記載の処理施設（移動式処理施設を含みます。）または産業廃棄物収容作業によって生じた偶然な事故（施
設所有管理者賠償責任リスク）、完成した作業に起因する偶然な事故（生産物賠償責任リスク）により、他人の身体に障害＊を与え、ま
たは他人の財物を滅失、き損、汚損（以下、財物の損壊といいます。）したことにつき、法律上の損害賠償責任を負担されることによっ
て被る損害について保険金をお支払いします（ただし、公共水域への石油物質の排出による損害については本保険ではお支払いでき
ません。）。

＊人のケガや病気をいいます。これらによって後遺障害が生じた場合、および亡くなられた場合を含みます。

例えば次のような事故であって後記（Ｐ4・5）「保険金をお支払いできない主な場合」に挙げられた事由に該当されない場合に保険金を
お支払いします。

１． 処理施設（移動式処理施設を含みます。）または産業廃棄物収容作業に起因する事故
①処理施設に生じた故障や破損により、浸出汚水が発生し、農作物に被害を与えた。また、この浸出汚水により汚染された井戸水を
摂取した住民が病気になり入院した。
②浄化装置の故障が原因で河川を汚染し、その結果農作物や養魚場の魚に損害を与えた。
③処理施設の柵などが倒れていたり、こわれていたため侵入した子供が転落し大ケガをした。
④処理施設のえん堤が不備であったため崩壊し、隣接する他人の畑の農作物に被害を与えた。
⑤処理施設内に敷設した鉄板の取付けが不備であったため、その上を走行した運搬業者のダンプが横転し運転手がケガをした。
　（運転手が記名被保険者の従業員の場合はお支払いできません。）
⑥処理施設よりメタンガスが発生し、地下を通って近くの民家などの地下に充満し爆発した。
⑦処理施設が満杯になったため覆土し、その後も水処理装置を運転していたが、装置の故障により土壌または井戸水を汚染した。

本保険の対象者（記名被保険者（保険の補償を受けられる方で加入依頼書の加入依頼人欄に記載される方））

対象となる処理施設 ・ 業者

保険金をお支払いする場合



4

次のような場合は保険金をお支払いできません。
【賠償責任保険共通の免責事項】
①被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎり
ます。
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動（群衆または多数の者の集団の行動
によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）に起因する
賠償責任
③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
④被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
⑤記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑥排水または排気（煙または蒸気を含みます。）によって生じた賠償責任
⑦被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
⑧原子核反応または原子核の崩壊
⑨石綿または石綿を含む製品の有害な特性
⑩汚染物質の排出や公共水域への石油物質の排出などに起因する賠償責任
⑪専門職業危険
 　・ 医療行為、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、医薬品等の調剤、身体の美容または整形に起因する賠償責任

保険金をお支払いできない主な場合

⑧焼却炉が爆発して通行人がケガをした。
⑨焼却炉が故障して未焼却の廃棄物が噴出し、農作物に損害を与えた。

※排出事業場内作業中の移動式処理施設の事故に関しては、第三者に与えた損害とその処理作業との間に明確な因果関係が確
認される場合にかぎり補償します。
※移動式処理施設作業中の事故に関して、自賠責保険に加入すべきもの、または任意保険に加入されている場合は、損害額がそ
れらの保険で支払われる保険金の額を超過する場合にかぎり、超過額について補償します。

2． 構内専用作業車＊に起因する事故
○処理施設内にて機械作業中、侵入してきた子供に誤ってケガをさせたり、運搬業者のトラックに接触し損害を与えた。
＊処理施設のうち不特定多数の者が出入りを禁止されている構内のみで使用される自動車をいいます。
（作業機械で自賠責保険に加入すべきもの、または任意保険を契約されている場合は、損害額がそれらの保険で支払われ
る保険金の額を超過する場合にかぎり、超過額について補償します。）

3． 第三者の土壌および水の使用不能損害、井戸の再掘削費用および土地の改良費用および水の浄化清
掃費用に対する損害賠償責任（ただし、公共水域への石油物質の排出による損害については本保険で
はお支払いできません。）
（支払限度額につきましては、P7を参照ください。）
①前記１．のような事故（注）で他人が所有する水（井戸･釣り堀など）を汚染した結果、住民が飲用水として使えなくなったため、井
戸を再掘削したり、代替水源を確保するなど（例えば、水道を引いた。）の損害を与えた。
②前記１．のような事故で農地を汚染した結果、耕作が不可能になり農家に休業損害を与えた。
③前記１．のような事故で他人が所有する土壌または水を汚染したため、土地の改良費用または水の浄化清掃費用を負担し
た。
　（注）不測かつ突発的に発生した土壌または水の汚染が対象となります。

※本保険では、加入者証に記載された遡及日（本保険に最初に加入された日。脱退された後で再加入された場合は再加入され
た日）以降に発生した身体の障害、財物の損壊について、被保険者に対し、保険期間中に損害賠償の請求がなされた場合に
かぎり、保険金をお支払いします。
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　 ・ 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これ
らに類似の者が行う専門的職業行為に起因する賠償責任

⑫記名被保険者が所有、使用または管理する財物(注)の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠
償責任
(注)『管理財物』といい、以下のアからウに限定されています。
ア． 記名被保険者が所有する財物
イ． 記名被保険者が他人から受託している財物（借用財物、支給財物、販売・保管・運送受託物、作業受託物（ただし昇降機に積載
した他人の財物を除きます。）をいいます。）

ウ． 所有財物および受託財物以外の作業の対象物 など

【産業廃棄物処理業者賠償責任保険固有（公益社団法人全国産業資源循環連合会追加条項）の免責事項】
（１）①保険契約者もしくは記名被保険者または記名被保険者以外の被保険者の故意または重大な過失によって法令に違反したこ

とに起因する賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、損保ジャパンが保険金を支払わないのは、その被
保険者が被る損害にかぎります。

②昇降機の設置、改造、修理、取外し等に起因する賠償責任。ただし、請負業者特約条項がセットされている場合は、損保ジャパ
ンは、この規定を適用しません。

（2）損保ジャパンは、普通約款ならびにこの保険契約に付帯する特約条項および他の追加条項にかかわらず、直接であると間接で
あるとを問わず、次の①から⑩に掲げる事由のいずれかに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①地盤沈下
②河川、湖沼等を汚染した場合における漁業権侵害
③悪臭の発生、鼠

ねずみ

類または害虫の発生
④廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第19条の３（改善命令）の改善命令または第19条の４（措
置命令）の措置命令違反
⑤被保険者の故意または重大な過失による、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）またはそれに関
連する令、施行規則、基準もしくは命令への違反（注1）

⑥産業廃棄物処理施設が管理型最終処分場である場合に、施設閉鎖後、被保険者の故意または重大な過失による水処理装
置の運転（注2）

⑦石綿の処理
⑧医療系廃棄物の処理
⑨土壌または水を汚染した場合における土地の改良費用または水の清掃費用（注3）

⑩記名被保険者が所有、使用または管理する加入証記載の産業廃棄物処理施設外において行う産業廃棄物収容業務に起因
する事故(注４)。ただし、請負特約に加入している記名被保険者が行う産業廃棄物収容業務を除きます。

（注１）違反
ただし、記名被保険者の使用人については、それによってその者が被る損害にかぎります。

（注2）被保険者の故意または重大な過失による水処理装置の運転
ただし、記名被保険者以外の被保険者について保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。

（注3）土地の改良費用または水の清掃費用
ただし、土壌または水の汚染が、不測かつ突発的な事故により生じた場合は、この規定を適用しません。

(注4)加入証記載の産業廃棄物処理施設外において行う産業廃棄物収容業務に起因する事故
この場合においては、施設特約第2条(保険金を支払わない場合)②(注2)の規定は適用しません。

など
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1． 損害賠償金
損害賠償請求権者（被害者）に対して支払った賠償金です。損害賠償金の支払いにより代位取得するものがある場合は、その価額
を控除します。
①身体賠償の場合
　治療費、入院費、慰謝料、休業補償費など
②財物賠償の場合
　滅失、き損、汚損した物の賠償額（破損した物の修理費、修理がきかない場合その物の時価額＊を限度にお支払いします。）
　＊同等の物を新たに購入するのに必要な額から使用による消耗分を差し引いた額になります。

２． 損害防止費用
事故が発生した場合に、損害の発生および拡大の防止のための費用（緊急措置費用は除きます。）のうち必要または有益であった
費用です。

３． 権利保全行使費用
第三者（記名被保険者およびその下請人ならびにこれらの者の役員・使用人を除きます。）に対して、損害賠償請求権を有する場
合に、その権利の保全または行使に必要な手続きをするために被保険者が支出した費用です。

４． 争訟費用
損害賠償の解決のために支出した訴訟費用、仲裁費用、調停費用、弁護士報酬などです。損害賠償金の額が保険金額を超過する
場合は、争訴費用の額に「保険金額の損害賠償金の額に対する割合」を乗じた額をお支払いします。なお、この費用の支出にあ
たっては、損保ジャパンの書面による同意が必要です。

５． 協力費用
損保ジャパンが損害賠償請求の解決にあたる場合に、損保ジャパンの求めに応じて被保険者がこれに協力するために要する費用
のうち、直接支出した費用です。

６． 緊急措置費用
前記１．に掲げる事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が損害の発生および拡大の防止に努めた
後に賠償責任保険がないことが判明した場合において、損害の発生および拡大の防止に努めたことによって要した費用のうち、
被害者に対する緊急またはやむをえない処置のため、被保険者が支出した費用です。

７． 事故対応特別費用
前記１．～６．の対象となるような損害賠償請求がなされた場合、あるいは損害賠償請求が発生するおそれがあることを被保険者
が知った場合において、被保険者がその対処のために支出した費用（文書作成費用、交通費、事故現場の精査費用、記録費用・通
信費など）を補償します。

８． 第三者医療費用保険金
業務遂行による事故、所有または貸借する施設もしくはその施設に隣接する道路上での事故、または製品または完成もしくは引
き渡した作業が原因の事故により第三者（記名被保険者およびその下請人ならびにこれらの者の役員・使用人を除きます。）に身
体の障害が発生した場合、損害賠償責任の有無にかかわらず支出した医療費用または葬祭費用です。被保険者１名について５０万
円を限度、保険期間を通じて１，０００万円を限度とします。なお、この費用の支出にあたっては、損保ジャパンの同意が必要です。
【ご注意】第三者医療費用をお支払いした後に、法律上の損害賠償責任を負担された場合は、すでにお支払いした第三者医療費

用は「損害賠償金」に充当されます。

お支払いする保険金の種類
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●産業廃棄物処理業者賠償責任保険のご案内

事故が起きたら

保険金額および自己負担額（中間処理施設・最終処分場）

万一事故が発生した場合には、ただちにご加入後にお届けする加入証に記載の取扱代理店または損保ジャパン 埼玉保険金サービス
部 埼玉火災新種保険金サービス課（電話番号048-648-6006　土日・祝日を除く午前９時から午後５時まで）までご連絡ください。
ただちにご連絡をいただけませんと保険金を削減してお支払いする場合がありますので、ご注意ください。なお、被害者からの損害
賠償請求に対して、被保険者がその全部または一部を承認される場合には、必ず事前に損保ジャパンにご連絡ください。もし損保
ジャパンの承認なしに示談された場合には、保険金をお支払いできないこともありますのでご注意ください。

保
険
金
額

施設所有管理者賠償責任リスク
生産物（仕事の結果）にかかる賠
償責任リスク
（身体賠償・財物賠償共通）

ご加入プラン Aプラン Bプラン Cプラン Dプラン

期間中 ２億円＊ 5億円＊ 10億円＊ 10億円＊

土壌・水の使用不能損害、井戸の
再掘削費用および土地の改良費
用および水の浄化清掃費用に対
する賠償責任

1事故 ２００万円＊ １，０００万円＊

期間中 １，０００万円＊

自己負担額 １事故につき１０万円＊

＊前記P6「お支払いする保険金の種類」１．から６．までの合計額に適用します。

収集・運搬に関する保険金額

保
険
金
額

請負業務にかかる賠償責任
リスク

1事故
期間中 1億円

自己負担額 なし

９． 被害者対応費用（対人見舞費用・対物臨時費用）
対人事故が発生した場合に、慣習として支出した見舞金、見舞品の購入費用や、対物事故が発生した場合に臨時に必要とした費
用です。下記の表の額を限度額とします。なお、これらの費用の支出にあたっては、損保ジャパンの書面による同意が必要です。

支払限度額

被害者1名（法人の場合は1法人）
対人見舞費用 死亡の場合 ： １０万円

死亡以外の場合 ： ２万円

対物臨時費用 2万円

保険期間中 1,000万円
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保険期間

保険金額および自己負担額（収集・運搬のみ）

1． 保険期間は、2023年４月１日午後４時から2024年４月１日午後４時まで１年間です。（この保険期間中に損害賠償の請求がなされ
た場合に保険金をお支払いします。ただし、本保険に最初に加入された日以降に発生した事故による身体の障害、財物の滅失、き
損、汚損による損害賠償請求にかぎります。詳しくは前記Ｐ4 ※にてご確認ください。）

2． 本保険に中途からご加入いただく方の保険期間は、中途加入申込締切日（毎月２５日）の翌月１日午後４時から2024年４月
１日午後４時までです。

3． 中途で本保険より脱退される場合、脱退日（解約日）当日から本保険の補償はなくなります。

保
険
金
額

施設所有管理者賠償責任リスク
生産物（仕事の結果）にかかる賠
償責任リスク
（身体賠償・財物賠償共通）

収集・運搬業専業プラン

1事故期間中 1億円
請負業務にかかる賠償責任
リスク

土壌・水の使用不能損害、井戸の
再掘削費用および土地の改良費
用および水の浄化清掃費用に対
する賠償責任

1事故 200万円※

期間中 1,000万円※

自己負担額 なし
※パンフレットP6「お支払いする保険金の種類」1.から6.までの合計額に適用します。
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●産業廃棄物処理業者賠償責任保険のご案内

本保険の保険料は年一括払とします。

◆保険料算出の基礎は許可証記載の１日あたりの処理能力となりますので、保険料算出の際には必ず許可証をご用意ください。
  （ただし、同時に再生処理を行う場合はその１日あたりの処理能力を含めます。）

Ⅰ． 中間処理施設の場合　施設別の年間保険料（１日の処理能力）

処理分類 廃棄物処理法15条
施行令7条施設区分 A.2億円プラン B.5億円プラン

C.10億円プラン 移動式処理施設
割増（移動式の
場合、左記保険
料に下記を加算）

通常 設置許可有の
施設(注)

A 汚でい脱水施設 第1号

600円/㎥ 970円/㎥ 1,320円/㎥ 1,080円/㎥ 60円/㎥

B 汚でい乾燥施設（天日・機械） 第2号

C 汚でい焼却施設 第3号

D 廃油の油水分離・蒸留施設 第4号

E 廃油焼却施設 第5号

F 廃酸、廃アルカリ中和・
電解施設 第6号 830円/㎥ 1,350円/㎥ 1,830円/㎥ 1,490円/㎥ 80円/㎥

G 廃プラスチック類破砕・
圧縮・切断施設 第7号 450円/t 730円/t 990円/t 810円/t 50円/t

H 廃プラスチック類の
焼却施設 第8号 860円/t 1,380円/t 1,890円/t 1,550円/t 90円/t

I 木くずまたは瓦礫類の破砕・圧縮・切断施設 第8号の2 450円/t 730円/t 990円/t 810円/t 50円/t

J 有害物質を含む汚でいのコンクリート固定化施設 第9号 600円/㎥ 970円/㎥ 1,320円/㎥ 1,080円/㎥ 60円/㎥

K 水銀またはその化合物を
含む汚でいのばい焼施設 第10号

12,480円/t 20,270円/t 27,460円/t 22,460円/t 1,250円/t
L
汚でい、廃酸または廃アルカ
リに含まれるシアン化合物の
分解施設

第11号

M
上記の処理分類C・E・H、及び
ポリ塩化ビニフェル（PCB）処
理物以外の焼却施設

第13号の2 600円/t 970円/t 1,320円/t 1,080円/t 60円/t

N

上記以外の施設（ゴミくずの
破砕、切断、木くず、金属く
ず、ガラスくず、陶磁器くずの
中間処理など）

̶ 450円/t 730円/t 990円/t ̶ 50円/t

O 薬剤の固化 ̶ 600円/t

P たい肥化 ̶ 800円/t

保険料算出の基礎となる容量は許可証記載の処分容量とします。
ただし、複数回に分割して施設を使用している場合については実際に使用している容量を基礎とすることができます。（この場合、法律第15条に基づ
いて都道府県知事または政令市長から交付される設置許可証をご提出ください。）
Dプランの保険料はCプランの最終保険料から10%の割増を適用して計算ください。

＊移動式処理施設の保険料に関してはＡからＣまでのそれぞれのプラン保険料に割増保険料を加算して計算ください。

保険料一覧表

（注）設置許可有りの施設について
処分業許可証とは別物です。上記保険料表の施設（A～P）ごとに処理容量の基準があり（産業廃棄物処理法１５条施行令７条に基づくもの）、基準
以上の施設に対し取得が義務づけられている許可証です。
適用の際には「産業廃棄物処理施設設置許可証」または「産業廃棄物処分業許可証」に記載の施設ごとの許可番号が必要となります。
基準未満の施設については、処分業許可証にて容量を確認してください。
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㎥ と ｔ の換算を行う際は 
下記「産業廃棄物の種類およびたい積（立方メートル）から重量（トン）への換算例（参考値）」をご利用ください。　
① ㎥ から ｔ へ変更する場合→ ㎥ × 換算係数 ＝ ｔ 
② ｔ から ㎥ へ変更する場合→ ｔ ÷ 換算係数 ＝ ㎥

【産業廃棄物の種類およびたい積（立方メートル）から重量（トン）への換算例（参考値）】

産業廃棄物の種類 換算係数

1 燃え殻 1.14

2 汚泥 1.10

3 廃油 0.90

4 廃酸 1.25

5 廃アルカリ 1.13

6 廃プラスチック 0.35

7 紙くず 0.30

8 木くず 0.55

9 繊維くず 0.12

10 食料品製造業、医薬品製造業または香料製造業において原料として使用した動物または植物に係る固形状
の不要物 1.00

11 とさつし、または解体した獣畜および食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 1.00

12 ゴムくず 0.52

13 金属くず 1.13

14 ガラスくず、コンクリートくず（工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものを除く。）および陶磁器くず 1.00

15 鉱さい 1.93

16 がれき類（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物） 1.48

17 動物のふん尿 1.00

18 動物の死体 1.00

19 ばいじん 1.26

20 産業廃棄物を処分するために処理したものであって、前各号に掲げる産業廃棄物に該当しないもの 1.00

21 建設混合廃棄物 0.26

22 廃電気機械器具 1.00

23 感染性産業廃棄物 0.30

24 廃アスベストス（石綿）など 0.30

※上記、該当されない産業廃棄物の種類については、取扱代理店までお問い合わせください。
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●産業廃棄物処理業者賠償責任保険のご案内

Ⅱ． 最終処分場の場合

１． 処分容量が１０万㎥までの施設の場合
処分容量が1㎥あたりの年間保険料

施設の種類 処理方式
保険料率

Aプラン Bプラン Cプラン

使用中の施設

安定型 １．１０円 １．５７円 １．９９円

管理型 ２．２０円 ３．１３円 ３．９７円

しゃ断型 ４７．００円 ６６．８３円 ８４．８０円

施設の種類 処理方式
保険料率

Aプラン Bプラン Cプラン

閉鎖された施設

安定型 ０．８０円 １．１４円 １．４５円

管理型 １．５０円 ２．１３円 ２．７１円

しゃ断型 ３２．００円 ４５．５０円 ５７．７３円

Dプランの保険料はCプランの最終保険料から10%の割増を適用して計算ください。

保険料の算出例（１円単位四捨五入、１０円単位とすること。）

1． 使用中の施設（管理型・容量５万㎥）
　①Aプラン　５万(㎥) × ２．２０円 ＝ １１０，０００円　②Bプラン　５万(㎥) × ３．１３円 ＝ １５６，５００円
2． 閉鎖された施設（安定型・容量７．５万㎥）
　①Aプラン　７．５万(㎥) × ０．８０円 ＝ ６０，０００円　②Bプラン　７．５万(㎥) × １．１４円 ＝ ８５，５００円

保険料の算出例（１円単位四捨五入、１０円単位とすること。）

使用中の施設（管理型・容量70万㎥）（閉鎖された施設を含みます。）
①Aプランの場合
１０万㎥まで : １０万（㎥) × ２．２０ ＝ ２２０，０００円
１０万㎥超５０万㎥まで : ４０万(㎥) × ２．２０ × ０．６ ＝ ５２８，０００円
５０万㎥超７０万㎥まで : ２０万(㎥) × ２．２０ × ０．１ ＝   ４４，０００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　7９２，０００円
②Bプランの場合
１０万㎥まで : １０万(㎥) × ３．１３ ＝ ３１３，０００円
１０万㎥超５０万㎥まで : ４０万(㎥) × ３．１３ × ０．６ ＝ ７５１，２００円
５０万㎥超７０万㎥まで : ２０万(㎥) × ３．１３ × ０．１ ＝   ６２，６００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　１，１２６，８００円

２． 処分容量が１０万㎥を超える施設の場合

処分容量が１０万㎥を超える施設（閉鎖された施設を含みます。）の場合、10万㎥を超える部分について上記に該当する保険料率
に下記の係数を乗じて計算を行います。

１０万㎥を超え、５０万㎥までの部分 0.6

５０万㎥を超え、１００万㎥までの部分 0.1

１００万㎥を超える部分 0.05
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Ⅲ． 収集・運搬を行う場合（中間処理施設または最終処分場保有企業）

収集・運搬に使用する車1台につき 11,800円

※ご使用されている台数および車台番号は、加入依頼書にご申告いただきます。

Ⅳ． 収集・運搬のみを行う場合

収集・運搬に使用する車1台につき 18,000円

※ご使用されている台数および車台番号は、加入依頼書にご申告いただきます。

中途でのご加入・脱退の場合、保険終期までの保険料をお払い込みいただくか、返れいします。

※このご案内文書は産業廃棄物処理業者賠償責任保険（賠償責任保険普通約款に賠償責任保険追加条項、施設所有管理者特約
条項、生産物特約条項等各種特約をセットしたものです。）の概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店
または損保ジャパンまでお問い合わせください。

※ご申告の施設の種類、処分容量、産業廃棄物の種類、１日あたりの処理能力が事実に反していた場合、保険契約を解除し、保険
金をお支払いすることができない場合がありますので、ご注意ください。

※保険金のお支払方法等重要な事項は、「全国産業資源循環連合会団体制度保険のあらまし」に記載されていますので、必ず
ご参照ください。

最低保険料

ご加入手続および保険料のお払込み

中途でのご加入・脱退

保険料の計算結果が次の金額を下回る場合は次の金額が保険料となります。

中間処理施設の場合　１,０００円　　最終処分場の場合　２,０００円

1． ご加入手続
①2023年４月１日からご加入いただく場合
別紙加入依頼書にご記入・ご捺印、保険料の振込日時・金額が確認できる振込依頼書（コピー）を同封、産業廃棄物処分業許可証
（コピー）を添付（必須）のうえ、2023年３月10日(金)までにP13記載の加入依頼書送付先宛にお送りください。
②中途で各月の１日からご加入いただく場合
別紙加入依頼書にご記入・ご捺印、保険料の振込日時・金額が確認できる振込依頼書（コピー）を添付のうえ、加入希望月の前月
２５日必着でP13記載の加入依頼書送付先宛にお送りください。

※①、②ともご加入にあたり、産業廃棄物処分許可証（コピー）の提出が必須となります。

２． 保険料のお払込み
①2023年４月１日からご加入いただく場合
加入依頼書記載の合計保険料を2023年３月10日(金)までに着金するようにP13記載の保険料振込口座に電信扱（または文書扱）
でお振り込みください。
②中途で各月の１日からご加入いただく場合
加入依頼書記載の合計保険料を加入希望月の前月２５日までにP13記載の保険料振込口座に着金するようにお振り込みください。

※振込手数料は加入者さまご負担となります。
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●産業廃棄物処理業者賠償責任保険のご案内

ご加入時における注意事項（告知事項）

加入依頼書送付先

保険料振込口座

加入証について

保険料払込期日

ご加入時には、告知事項について事実を正確にお申し出ください。加入依頼人（記名被保険者）の皆さまには、告知事項について事実
を正確に申し出ていただく義務（告知義務）があります。なお、この保険の告知事項は「加入依頼書の記載事項」となります。施設所在
地や施設の処理能力（保険料算出の基礎数値）については、誤りがないよう特にご注意ください。告知事項の内容が事実と相違してい
る場合には、ご契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。

〒330-0081  埼玉県さいたま市中央区新都心４－１５Mioxフジコー603
株式会社 日興ライフデザイン
ＴＥＬ ： 048-859-8022　ＦＡＸ ： 048-859-8023

みずほ銀行・町村会館出張所（支店コード013）　普通預金口座番号（1082835）
名義　公益社団法人　全国産業資源循環連合会保険口座

2023年４月１日加入のお客さまにつきましては、ご契約件数が多いため2023年６月下旬以降のお届けとなります。
中途加入のお客さまにつきましては、加入月の翌月中旬頃にお届けいたします。
何卒ご了承くださるようお願い申し上げます。

収集・運搬に使用する車両に変更が発生した場合

収集・運搬に使用する車両に増車・減車・車両入替が発生した場合、取扱代理店または損保ジャパンへご連絡ください。
増車・減車の場合、保険終期までの保険料をお払込みいただくか、返れいします。

●１年間加入の場合　　　2023年３月10日(金)（着金）
●中途より加入の場合　　加入希望月の前月２５日（着金）

※保険料を上記の期日までにお振り込み（着金）いただけない場合は、加入月が１か月遅れる結果、継続契約の場合は最初に加入され
た日への遡及規定は適用できなくなりますのでご注意願います。
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本保険連絡窓口

本保険につき、ご質問のある方は下記までお問い合わせください。
取扱幹事代理店 ： 株式会社 日興ライフデザイン（山本・田村）
〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心４－１５Mioxフジコー603
TEL 048-859-8022　FAX 048-859-8023
受付時間 ： 平日の午前9時から午後5時まで
（土日、祝日、12/31～1/3を除きます。）

引受保険会社 ： 損害保険ジャパン株式会社　埼玉中央支店さいたま中央支社
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-82-1（損保ジャパン大宮第二ビル6F）
ＴＥＬ 048-648-6021　ＦＡＸ 048-658-6525
受付時間 ： 平日の午前9時から午後5時まで
（土日、祝日、12/31～1/3を除きます。）
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●産業廃棄物処理業者賠償責任保険のご案内

全国産業資源循環連合会団体制度　施設管理者賠償責任保険のあらまし
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●産業廃棄物処理業者賠償責任保険のご案内

全国産業資源循環連合会団体制度　生産物賠償責任保険のあらまし
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●産業廃棄物処理業者賠償責任保険のご案内

全国産業資源循環連合会団体制度　請負業者賠償責任保険のあらまし
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●産業廃棄物処理業者賠償責任保険のご案内
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